
 P  ress  R  elease 
 報  道  関  係  者  各  位  令  和  ７  年  ４  ⽉  ２  ４  ⽇ 

 ⼊  札  参  加  停  ⽌  措  置  に  つ  い  て 

 業        者        名 

 (所  在  地) 

 ⽇  新  興  業  (株) 

 （⼤  阪  府  ⼤  阪  市  淀  川  区  三  国  本  町  １  丁  ⽬  12-30  ） 

 停     ⽌     期     間  令  和  ７  年  ４  ⽉  ２  ４  ⽇  〜  令  和  ７  年  ７  ⽉  ２  ３  ⽇ 

 停  ⽌  措  置  の  理  由 

 上  記  の  者  は、  建  設  業  法  施  ⾏  令  第  １  条  の  ２  に  規  定  す  る  額  を  超  え  る  下  請  契  約  を、 

 建  設  業  許  可  を  有  し  な  い  者  と  の  間  で  締  結  し  て  い  た  と  し  て、  令  和  ７  年  ３  ⽉  ４  ⽇  付  け 

 で、  国  ⼟  交  通  省  近  畿  地  ⽅  整  備  局  か  ら、  建  設  業  法  第  28  条  第  ３  項  に  基  づ  く  営  業  停  ⽌ 

 処  分  を  受  け  た。 

 措  置  要  件 

 〇  舞  鶴  市  ⼊  札  参  加  停  ⽌  に  関  す  る  要  綱 

    (⼊  札  参  加  停  ⽌  等) 

 第  3  条     市  ⻑  は、  有  資  格  者  が  別  表  第  1  ⼜  は  別  表  第  2  に  掲  げ  る  措  置  要  件  の  い  ず  れ  か  に 

 該  当  す  る  と  き  は、  そ  れ  ぞ  れ  当  該  措  置  要  件  の  区  分  に  応  じ  て  別  表  第  1  ⼜  は  別  表  第  2 

 に  定  め  る  期  間、  有  資  格  者  に  対  し  ⼊  札  参  加  停  ⽌  を  ⾏  う  も  の  と  す  る。 

   

 別  表  第  2(  第  3  条、  第  5  条  関  係) 

    贈  賄、  不  正  ⾏  為  等  に  基  づ  く  停  ⽌  基  準 

 措              置              要              件  期  間 

 8     代  表  役  員  等、  ⼀  般  役  員  等  ⼜  は 

 使  ⽤  ⼈  が  建  設  業  法  に  違  反  し、 

 ⼯  事  等  の  契  約  の  相  ⼿  ⽅  と  し  て 

 不  適  当  で  あ  る  と  認  め  ら  れ  る  と 

 き。 

 (2)     建  設  ⼯  事 

 の  施  ⼯  に  関 

 し  て、  建  設 

 業  法  に  違  反 

 し、  監  督  処 

 分  を  受  け  た 

 と  き。 

 ウ     府  外 

 ⼯  事  等 

 に  お  け 

 る  違  反 

 3  ⽉ 

                         舞  鶴  市     契  約  課  （担  当  ：  ⽵  ⽥、  ⼯  原） 

                〒  625-8555  舞  鶴  市  字  北  吸  1044 

                            TEL:0773-66-1065  、  FAX  ：  0773-62-9894 

                      E-mail:keiyaku@city.maizuru.lg.jp 


